
令和３年度ごみの出し方 PR 冊子制作等業務委託公募仕様書 

本仕様書は、「令和３年度ごみの出し方 PR 冊子制作等業務委託」について適

用する。 

１．業務目的 

   本市のごみについてリサイクル処理及び資源循環への取り組みを推進

するため、市民へのごみ分別排出啓発と持続可能な社会の実現を目的とし、

ごみ分別用手引きとしてわかりやすく見やすい新デザインのごみの出し

方 PR 冊子を作成する。 

２．業務内容 

 (1) 基本事項 

   沼津市のごみの出し方について「1 業務目的」を踏まえ、冊子を作成

し、広報ぬまづと同時に全戸配布出来るように仕分けを行う。 

   デザイン作成にあたり、全世代の市民が理解を深め、ごみの排出方法に

関心を持ってもらえるようわかりやすく伝えるデザイン(レイアウト、文

字組、配列、配色等)を作成する。 

   また、各世帯に配布後も市民に活用してもらえるように工夫する。 

(2) 冊子作製 

  ①現在沼津市公式ホームページに掲載している令和 3 年 2 月作製の「ご

みの出し方便利帳」をリニューアルした冊子を作製する。 



  ②分別区分については、令和 3 年 2 月作成の「ごみの出し方便利帳」を基

本とする。 

③食品ロス削減を PR できる記事を掲載。 

④写真やイラスト・マーク・ふりがなを用いて子供や高齢者にもわかりや

すいデザインとする。 

⑤新たなキャラクターの提案をすること。 

⑥冊子名は、ごみの出し方便利帳以外の提案も可能とする。 

⑦電池の処理方法について、掲載すること。(沼津市ホームページ参照) 

⑧雑がみ判別表は、1 ページとし、主に雑がみとして出せるものを掲載す

る。 

⑨分別区分は、マークを用いてわかりやすく表記する。 

⑩令和 3 年 2 月作製「ごみの出し方便利帳」の掲載内容を検証し、「1 業

務の目的」に沿った冊子となるよう企画提案をすること。 

⑪冊子の内容企画、デザイン、DTP 制作、写真・イラスト及び画像の手

配、レイアウト編集、校正等編集作業、データ作成、印刷、冊子作製等

にかかるすべての作業、配布する時点の全自治会等(令和 3 年 4 月現在

343 か所)配布の仕分け作業を行う。 

  ⑫冊子の規格は A4 判、中綴じ 40 ページ程度、4c/4c(全頁フルカラー)、

コート紙〈44.5K 以上〉１穴空けとする。 



 (3) 冊子納品・配布 

  ①冊子の作製部数は、90,000 部とする。うち 1,500 部を戸田地区分とし

て記事を掲載し、冊子を作製する。(戸田地区分の記事修正箇所は、別

途指示する。) 

  ②全自治会等に仕分けした冊子は、沼津市が指定した場所(１か所)に納品

する。それ以外は、沼津市クリーンセンター管理課に納品する。 

  ③広報ぬまづ 3 月 1 日号と同時配布するため、広報ぬまづ配送業者と調

整をし、納品するものとする。 

  ④冊子の納品日は、2 月 22 日・2 月 24 日を予定。(約半数ずつ 2 回に分

けて配送) 

 (4) 契約締結後の注意事項 

  ①4 回程度の庁内校正会議への担当者出席をするものとする。 

②掲載記事の詳細については、市と随時打ち合わせを行うこと。 

３．履行期間 

  契約締結日から令和 4 年 3 月 15 日まで 

４．成果品 

  本業務の成果品として、次のものをデータ及び書面で提出すること。 

  ・冊子 90,000 部 

・PDF データ    １式 



  ・JPEG データ    １式 

  ・レイアウトデータ  １式 

  ・イラスト、写真等の画像データ  １式 

５．成果物等の帰属 

 (1) 受託者は、本業務により撮影した写真、作成したイラスト・図表を含

むすべての成果物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利

を含む。)を委託者へ譲渡するものとし、成果物の著作権及び使用権は委

託者に帰属するものとする。 

 (2) 受託者は、委託者が成果物を使用するにあたって著作者人格権を行使

しないものとする。 

６．その他 

 (1) 本業務は、沼津市業務委託契約約款に基づき、契約を履行する。 

  (2) 受託者は、本業務の目的や意図を十分に理解したうえで、誠意をもって

業務を遂行するものとする。 

 (3) 受託者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、受託

者は、本業務の実施にあたり個人情報を取り扱う場合は、沼津市個人情保

護条例(平成 12 年条例第 38 号)及び個人情報の保護に関する法令等を遵

守し、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 (4) 本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、委託者



及び受託者が協議のうえ定めるものとする。 

 (5) 受託者は、納品する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権、

その他の諸権利を侵害するものではないことを保証することと市、成果物

について第三者の権利を侵害していた場合に生じる問題の一切の責任は、

受託者が負うものとする。 


